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提供しない意思がある場合の摘出は行わない
脳死判定に従わない意思がある場合の判定は行わない

虐待の徴候の有無について確認し、疑いがある場合の摘出は見合わせる

脳死判定除外

生後12週＊ 6歳

小児脳死判定基準
（直腸温35℃未満除外、間隔24時間以上）

＊在胎週数40週未満のときは出産予定日から12週

脳死判定基準
（直腸温32℃未満除外、間隔6時間以上）

1歳

65mmHg
以上

脳死判定時の収縮期血圧

13歳

65+（年齢×2）mmHg以上 90mmHg以上

15歳 18歳 20歳

法的脳死判定

特に父母それぞれの意向を慎重かつ丁寧に把握する

家族の承諾

本人の意思表示の有効性

虐待児への対応

意思表示を有効なものとして扱う
提供しない意思がある場合の摘出は行わない

脳死判定に従わない意思がある場合の判定は行わない

（年齢）

提供者の年齢による取り扱い

判定マニュアルに出てくる年齢および小児（学童）区分と対応

１．修正12週未満：除外対象

２．１歳未満：［乳児］

・電極間距離を５cm以上

３．12週～６歳未満：［乳幼児］ 判定時に特別考慮する。

・1回目と2回目の脳死判定の間隔について24時間以上を空けて行うこと。

・針電極使用不可

４．15歳未満：改正で判定対象に入った。旧法では除外対象

・本人の提供する書面による意思表示は15歳以上が有効とされている。

５．18歳未満：［児童］ 虐待の有無の確認対象年齢

６．20歳未満［未成年］：承諾に当たって特に父母それぞれの意見を慎重に確認すること

３．乳幼児の ECI 対策
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